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福
岡
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
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制
定
し
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こ
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に
公
布
す
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。

　
　

平
成
二
十
三
年
六
月
一
日

	

福
岡
県
知
事　
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川　
　

洋　
　

福
岡
県
規
則
第
二
十
四
号

　
　
　

福
岡
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

福
岡
県
税
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
年
福
岡
県
規
則
第
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。

　

第
四
条
の
二
第
一
項
中
「
相
続
人
代
表
者
（
変
更
）
届
書
」
を
「
相
続
人
代
表
者
指
定
（
変
更
）
届

出
書
」
に
改
め
る
。

　

第
七
十
条
の
五
中
「
第
百
三
十
七
号
様
式
」
の
下
に
「
及
び
第
百
三
十
七
号
の
二
様
式
」
を
加
え
る

。
　

様
式
目
次
中

「
二
の
四

相
続
人
代
表
者
（
変
更
）
届
出
書

四
条
の
二

」
を

「
二
の
四

相
続
人
代
表
者
指
定
（
変
更
）
届
出
書

四
条
の
二

」
に
、

「
百
三
十
七

法
第
百
四
十
四
条
の
三
十
一
第
四
項
又

は
第
五
項
の
承
認
申
請
書
、
承
認
書

四
十
七
条
の

二
十
三

七
十
条
の
五

」
を

「
百
三
十
七

百
三
十
七
の
二

軽
油
引
取
税
に
係
る
免
税
用
途
使
用
軽

油
承
認
申
請
書

軽
油
引
取
税
に
係
る
免
税
用
途
使
用
軽

油
承
認
書

四
十
七
条
の

二
十
三

四
十
七
条
の

二
十
三

七
十
条
の
五

七
十
条
の
五

」
に
改
め
る
。

　

第
二
号
の
四
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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の
よ
う
に
改
め
る
。
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第
百
三
十
七
号
様
式
の
次
に
次
の
様
式
を
加
え
る
。
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附
　
則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
経
過
措
置
）

２　

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
旧
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
な
お
所
要
の
修
正
を
し

て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
　
　

告
　
　
　
示

福
岡
県
告
示
第
九
百
四
十
八
号

　

県
が
管
理
す
る
港
湾
施
設
の
概
要
（
昭
和
五
十
一
年
九
月
福
岡
県
告
示
第
千
三
百
四
十
七
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
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二
十
三
年
六
月
一
日

	

福
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県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

　

苅
田
港
⑺
保
管
施
設
の
表
野
積
場
の
項
中

「港
町
野
積
場

京
都
郡
苅
田
町
港
町
25番

1,778

」
を

「港
町
野
積
場

京
都
郡
苅
田
町
港
町
25番

1,435

」
に
改
め
、

　
同
港
⑼
港
湾
環
境
設
備
施
設
の
表
緑
地
の
項
中

「緑
地

本
港
緑
地

京
都
郡
苅
田
町
港
町
２
番
地

3,102
樹
木
､
芝
生
､
ベ

ン
チ

　

を

苅
田
港

緑
地
公
園

京
都
郡
苅
田
町
新
浜
町

34,829
樹
木
､
芝
生
､
ス

ベ
リ
台
､
ベ
ン
チ

等

幸
町
緑
地

京
都
郡
苅
田
町
幸
町

5,165
樹
木
､
芝
生

南
港
緑
地

京
都
郡
苅
田
町
新
浜
町

3,940
樹
木
､
芝
生
､
ベ

ン
チ

緑
地
松
山
緑
地

京
都
郡
苅
田
町
鳥
越
町
９
番
１

29,221
樹
木
､
芝
生
､
ト

イ
レ

」

磯
浜
緑
地

京
都
郡
苅
田
町
磯
浜
町
１
丁
目
32外

10,023
樹
木
､
芝
生
､
連

絡
橋
､
ト
イ
レ

「緑
地

本
港
緑
地

京
都
郡
苅
田
町
港
町
２
番
地

3,102
樹
木
､
芝
生
､
ベ

ン
チ

」
に
改
め
る
。

苅
田
港
緑

地
公
園

京
都
郡
苅
田
町
新
浜
町

34,829
樹
木
､
芝
生
､
ス

ベ
リ
台
､
ベ
ン
チ

等

幸
町
緑
地

京
都
郡
苅
田
町
幸
町

5,165
樹
木
､
芝
生

南
港
緑
地

京
都
郡
苅
田
町
新
浜
町

3,940
樹
木
､
芝
生
､
ベ

ン
チ

松
山
緑
地

京
都
郡
苅
田
町
鳥
越
町
９
番
１

29,221
樹
木
､
芝
生
､
ト

イ
レ

磯
浜
緑
地

京
都
郡
苅
田
町
磯
浜
町
１
丁
目
32外

10,023
樹
木
､
芝
生
､
連

絡
橋
､
ト
イ
レ

港
町
緑
地

京
都
郡
苅
田
町
港
町

1,672
樹
木
､
ベ
ン
チ
､

学
習
サ
イ
ン

三
池
港
⑵
外
郭
施
設
の
表
護
岸
の
項
中

「護
岸

新
港
町
護

岸
大
牟
田
市
新
港
町
地
先

3,466
6.6

」
を

岸
壁
取
付

護
岸

大
牟
田
市
西
港
町
三
井
鉱
山
鉄
橋
左
岸
部
か
ら

新
港
町
６
番
地
の
53

77
2

公
園
護
岸

大
牟
田
市
新
港
町
１
番
地
の
141､	144

177
1

～2.4

諏
訪
川
左

岸
護
岸

大
牟
田
市
三
川
町
１
丁
目
諏
訪
橋
左
岸
部
か
ら

三
井
鉱
山
鉄
橋
ま
で

290
3

「護
岸

新
港
町
護

岸
大
牟
田
市
新
港
町
地
先

3,466
6.6

　

に
改
め
る

岸
壁
取
付

護
岸

大
牟
田
市
西
港
町
三
池
港
物
流
鉄
橋
左
岸
部
か

ら
新
港
町
６
番
地
の
53

77
2

公
園
護
岸

大
牟
田
市
新
港
町
１
番
地
の
141､	144

177
1

～2.4
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護
岸

諏
訪
川
左

岸
護
岸

大
牟
田
市
三
川
町
１
丁
目
諏
訪
橋
左
岸
部
か
ら

三
池
港
物
流
鉄
橋
ま
で

290
3

」

四
山
地
区

護
岸

大
牟
田
市
四
山
町
81番
３
､	81番

４
､	82番

２
､	

85番
２
､	86番

２
先

2,590
3


